
 

お客様へ 
 

当組合の「預金口座の不正利用等防止」に係る対応について 

 

近年、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺などの「特殊詐欺」が多発しており、これらによ

りだまし取った金銭の受け皿として他人名義の預貯金口座が悪用されています。こうし

た預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が急務として、金融庁・警察庁より

「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化」の要請文が

発出されております。 

当組合は、金融犯罪を防止し、お客様が安心・安全にお取引いただけますよう、不審

取引への迅速化、警察との連携強化など様々な対策に取組んで参ります。 

 

お客様におかれましては、以下の内容について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  

１.法令に則り、預金口座開設時または開設後にご本人確認、口座の利用目的等につい

て、聞き取りや確認書類の提出をお願いしております。ご回答状況によっては、預

金口座の開設をお断りさせていただくことや、口座開設後であってもお取引の一部

を制限させていただくことがあります。 

 

２.口座開設後の入出金や送金取引について、ご利用内容がお申出のご利用目的と大き

く異なる場合や、当組合が金融犯罪に関与しているおそれがあると判断した場合は、

お取引の一部を制限させていただくことがあります。 

 

３.口座開設後、長期間お客様のご利用がない口座については、不正利用等未然防止の

観点より、お取引の一部を制限させていただくことがあります。 

 

４.お客様が当組合にお届けいただいた住所に送付した郵便物が返戻されるなど、お客

様との連絡が不通の状態が続いた場合、法令で要請される口座管理が困難となるこ

とから、お取引の一部を制限させていただくことがあります。 

 

 

 

預金口座の売買・譲渡は犯罪です 
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